
 

旧本田家住宅等復原工事請負変更契約について 

 

１ 原契約条項 

（１）工事件名  旧本田家住宅等復原工事  

（２）工事場所  国立市谷保５１２２番地の４及び市が指定する場所  

（３）契約金額  ４７５，３８１，５００円（消費税込み） 

（４）工  期  本契約確定日の翌日から令和８年４月３０日まで 

（５）契約確定日  令和５年９月１５日 

（６）受 注 者  東京都新宿区新宿一丁目３５番１０号 カテリーナ新宿御苑５０３  

風基建設株式会社 代表取締役 渡邊 隆 

 

２ 変更内容 

本工事と関連する旧本田家住宅便益施設新築工事（以下「関連工事」という。）について、施工場所に軟弱地盤（江戸

時代のものと思われるムロ跡）があることが判明したため、地盤改良等に係る設計変更及び工期延長を行う必要が生じた。

これに伴い、本工事は、旧本田家住宅敷地内の外構工事を含むものであり、関連工事と完成時期を合わせる必要があるこ

とから、本工事についても、工期延長を行う必要が生じている。したがって、工事請負契約約款（以下「約款」という。）

第１９条第１項に基づき、契約金額を４，８３３，４００円増額し、工期を令和８年９月３０日まで延長する。 

 

（参考）約款第１９条第１項   発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、受注者に通知し、工事内

容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認

められるときは、工期又は契約金額の変更について、発注者と受注者とが協議して定める。 
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「国立市議会議員及び国立市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例案」について（要旨） 

 

 

国会議員の選挙における選挙運動に関し、公営に要する各経費の限度額について引き上げる旨の「公職選挙法施行令」の改正（令和

７年６月４日公布、同日施行）が行われた。 

この改正に合わせ、当市においても、「国立市議会議員及び国立市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」に規定してい

る公費負担の上限額について一部改正するものである。 

 

１ 改正内容 

（１）ビラの作成の公費負担額 

ビラ１枚当たりの作成単価７円７３銭を８円３８銭に改める。 

（２）ポスターの作成の公費負担額 

ポスター作成費のうち、印刷費について１枚当たり５４１円３１銭を５８６円８８銭に改める。 

 

２ 付則 

（１）この条例は、公布の日から施行する。 

（２）この条例は、施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。 
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職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正について 

 

 

１ 改正の背景・目的等 

生理休暇の取得への心理的抵抗感を緩和するため休暇の名称の見直しを行い、及び子育て応援部分休暇の対象となる子の範囲を拡大するため、条例

の一部を改正するものです。 

 

２．改正の内容 

①生理休暇の名称の変更 

改正前：生理休暇  改正後：健康管理休暇 

 

②子育て応援部分休暇の対象となる子の範囲の拡大 

  改正前：小学校就学の始期に達する日から満７歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子 

改正後：小学校就学の始期に達する日から満９歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子 

 

３ 施行期日 

 令和８年４月１日から施行する。 

以上 
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職員の給与に関する条例・国立市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正について 

 

１ 改正の概要 

情勢適応の原則を踏まえ、令和７年度の東京都人事委員会勧告に基づき、職員の給料表の改定、期末手当及び勤勉手当の支給率の引上げ並び

に２７歳までの職員に支給する住居手当の引上げを行うため、条例の一部を改正するものです。 

 

２ 改正のポイント 

給料表、特別給ともに４年連続の引上げ改定となります。 

 〈例月給〉 

 ・公民格差（１３，５８０円、３．２４％）解消のため、給料表を引上げ改定 

 ・初任層、管理職の引上げに重点を置きつつ、全級全号給について引上げ改定 

 

  ※行政職給料表（一）初任給を以下のとおり引上げ 

  ・１級２９号給：２２５，５００円 → ２４２，０００円（＋１６，５００円） 

  ・１級１７号給：１９９，７００円 → ２１３，８００円（＋１４，１００円） 

  ・１級 ５号給：１８８，０００円 → ２００，３００円（＋１２，３００円） 

   

・令和７年４月１日に遡及して実施 

・技能労務職についても都表に準じて引上げ改定 

・特定任期付職員についても都表に準じて引上げ改定 

 

 〈特別給〉 

・期末手当及び勤勉手当をそれぞれ０．０２５月ずつ引上げ、期末・勤勉手当の年間支給月数を４．８５月から４．９０月に引上げ 

・再任用職員については、期末手当及び勤勉手当をそれぞれ０．０２５月ずつ引上げ、年間支給月数を２．５５月から２．６０月に引上げ 

・特定任期付職員については、期末手当及び勤勉手当をそれぞれ０．０２５月引上げ、年間支給月数を３．８５月から３．９０月に引上げ 
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・上記は令和７年１２月の期末手当及び勤勉手当に遡及して実施（会計年度任用職員を含む。） 

 

 〈住居手当の引上げ〉 

・令和７年度の東京都人事委員会勧告に基づき、採用における競争力向上の観点から、新規学卒者を主な対象として、２７歳までの職員に対

する支給額を３０,０００円に引き上げる。 

 

以上 
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